
事 務 連 絡 

令和６年９月 30日 

各都道府県・指定都市教育委員会生涯学習・社会教育担当課  

各都道府県・指定都市教育委員会指導事務主管課  

各 都 道 府 県 私 立 学 校 事 務 主 管 課 

構造改革特別区域法第 12条第１項の認定を受けた 

地方公共団体の学校設置会社事務主管課 

各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課 

大学を設置する各地方公共団体担当課 

高等専門学校を設置する各都道府県・指定都市教育委員会担当課 

各文部科学大臣所轄学校法人担当課 

大学を設置する各学校設置会社担当課 

大学又は高等専門学校を設置する公立大学法人を  

設 置 す る 各 地 方 公 共 団 体 担 当 課 

独立行政法人国立高等専門学校機構担当課  

各 都 道 府 県 専 修 学 校 主 管 課 

各都道府県教育委員会専修学校主管課 

厚生労働省医政局医療経営支援課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課  

 

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課  

文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課  

文部科学省初等中等教育局教育課程課 

文部科学省高等教育局大学教育・入試課 

金 融 経 済 教 育 推 進 機 構 

 

 

金融経済教育推進機構（J-FLEC）による 

講師派遣（出張授業）の申込受付及び教材の提供等について 

 

 

本年４月、金融経済教育を推進するため、金融サービスの提供及び利用環境等

に関する法律（令和５年法律第 79号）に基づき、金融経済教育推進機構（以下、

J-FLECという。）が設立されました。 

近年の金融経済教育の重要性の高まりを受け、学校における金融経済教育の

充実が図られたことなどを踏まえ、文部科学省、金融庁及び J-FLEC は、国民が

御中 

本年４月に設立された金融経済教育推進機構（J-FLEC）による講師派遣

（出張授業）や教材提供について、情報提供いたします。 



金融リテラシー（お金に関する知識や判断力）を身に付けられるよう、学校や公

民館・図書館等の社会教育施設等と連携し、定期的に専門家等による金融経済教

育を受けられる機会の提供に取り組んでいます。 

また、この一環として、J-FLEC では、文部科学省と連携し、講師派遣（出張

授業）の申込を受け付けるとともに、学校の授業等で使用いただける教材 （対象

年齢層別）をウェブページ等で提供しております。学校及び社会教育施設等にお

いては、金融経済教育の充実に向けて、講師派遣（出前授業）及び教材等の積極

的な活用を御検討ください。 

なお、各都道府県に所在する J-FLECの関係団体（※）が、今後、講師派遣（出

張授業）を中心とした J-FLECの事業概要を御説明に伺うことについて依頼する

ことがありますので、御承知おきください。 

（※）金融広報委員会、銀行協会、日本証券業協会地区協会、財務（支）局・

沖縄総合事務局、財務事務所等 

 

以上のことにつきまして、地方公共団体等におかれましては、次頁に掲げる表

の通り、周知をお願いします。 

その際、初等中等教育段階への周知に当たっては、学校における働き方改革の

観点から、周知の方法については、例えば、他の案件とまとめて周知する、教育

委員会主催の教員研修の場で配布する等、必要に応じて御判断いただきますよ

うお願いします。 

  【本件担当】 

（J-FLECについて） 

金融経済教育推進機構 経営戦略部経営企画課 

TEL：03-3231-1225（直通） 

（地域における金融経済教育について） 

文部科学省 総合教育政策局 

男女共同参画共生社会学習・安全課 

TEL：03-6734-2260（直通） 

（初等中等教育段階における金融経済教育について） 

文部科学省 初等中等教育局教育課程課 

TEL：03-6734-2565（直通） 

（大学・高等専門学校における金融経済教育について） 

文部科学省 高等教育局大学教育・入試課 

TEL：03-6734-3334 

（専修学校における金融経済教育について） 

文部科学省 総合教育政策局 生涯学習推進課 

専修学校教育振興室 

TEL：03-6734-2915（直通） 



 

 

＊地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 23 条第１項の

条例の定めるところにより地方公共団体の長が図書館、博物館、公民館その他の社会教育

に関する教育機関のうち当該条例で定めるものを管理し、及び執行することとされた地

方公共団体にあってはその長。 

 

 

 

 

周知元 周知先 

都道府県教育委員会生涯学習・社会教育担

当課（＊） 

所管の社会教育施設等及び各社会教育施設

を設置する域内の市（指定都市を除く）町

村教育委員会社会教育担当課 

指定都市教育委員会生涯学習・社会教育担

当課（＊） 

所管の社会教育施設等 

都道府県教育委員会指導事務主管課 所管の学校及び各学校を設置する域内の市

（指定都市を除く）町村教育委員会指導事

務主管課 

指定都市教育委員会指導事務主管課 所管の学校 

都道府県私立学校事務主管課 所管の学校 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定

を受けた地方公共団体の学校設置会社事務

主管課 

所轄の学校及び学校法人等 

国公立大学法人 設置する大学、高等専門学校又は附属学校 

大学又は高等専門学校を設置する各地方公

共団体又は文部科学大臣所轄学校法人担当

課 

設置する大学又は高等専門学校 

大学を設置する学校設置会社担当課 設置する大学 

独立行政法人国立高等専門学校機構 設置する高等専門学校 

都道府県専修学校主管課 所轄の専修学校 

都道府県教育委員会専修学校主管課 所管の専修学校 

厚生労働省医政局医療経営支援課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企

画課 

設置する専修学校 



＜J-FLEC ウェブサイト＞ 

https://www.j-flec.go.jp/ 

 

＜J-FLEC パンフレット＞ 

（簡易版）https://www.j-flec.go.jp/wpimages/uploads/J-

FLEC_flyer_A4.pdf 

（詳細版）https://www.j-flec.go.jp/wpimages/uploads/J-

FLEC_leaflet.pdf  

 

＜J-FLECの講師派遣について＞ 

（概要） 

実施日時：土日・祝日を問わず、講師を派遣（年末年始（12/29～1/3）を

除く） 

講義内容：金融経済教育に関する内容全般 

講義時間：45分～120分程度（ご要望に応じて調整） 

講義方法：対面・オンライン 

講師派遣料：講義料や派遣に係る交通費は無料（J-FLEC負担） 

（申込受付用ウェブサイト）https://www.j-flec.go.jp/instructors/ 

 

＜J-FLECが提供している金融経済教育に関する教材について＞ 

 https://www.j-flec.go.jp/materials/ 

 

＜教育関係者等を対象としたイベントについて＞ 

J-FLEC では、下記の通り、教育関係者等を対象としたイベントを開催いたし

ます。学校における金融経済教育の実践事例等のご紹介や、ご来場の方には授業

を体験いただける時間も設けておりますので、ぜひご参加ください。 

 

日  時：令和６年 10月 20日（日）12時 00分～16時 00分 

主  催：J-FLEC、野村ホールディングス株式会社 

会  場：KABUTO ONE HALL & CONFERENCE（東京都中央区日本橋兜町 7-1） 

     ※セミナー・シンポジウムはオンライン配信も実施予定。 

主な内容：教員向けセミナー（13時 45分～14時 40分）、体験授業、教材展示 

照 会 先：J-FLEC 経営戦略部 経営企画課（03-3231-1210（代表）） 

申 込 先：https://www.nomura.co.jp/fin-wing/lp/j-flec_event2024/ 

 

（簡易版） （詳細版） 


